
運行開始までのスケジュール

令和７年度第１回岩国市地域公共交通会議にて審議

令和７年６月上旬

令和７年６月上旬 協議が調った証明を岩国市から大竹タクシーへ交付

令和７年６月上旬 大竹タクシーが運輸支局へ運賃届を提出

運行開始

住民や利害関係人（他交通事業者）への意見反映措置（アンケート調査、地元タクシー事業者等への聞き取り）

上記で出た意見を踏まえ、運賃協議会を実施（文書協議）　（メンバーは、市、大竹タクシー、運輸局、美和地区自治会連合会の４者を想定）

〇坂上線の路線追加について

変更路線

変更理由
・令和７年７月１日に美和病院が移転し開院する予定。
　これにより令和７年７月１日から、新築された美和病院への路線の追加を行う。

運行事業者 有限会社大竹タクシー

坂上線（毎日運行）
（平日６往復・土日祝４往復）

変更内容
運行内容の変更
（路線追加）

変更予定年月日 令和７年７月１日

・現在の「美和病院前」バス停は、病院移転によりバス停名称を「旧美和病院前」に変更する。（「別紙１」参照）
・７月に開院予定の美和病院敷地内に「美和病院」バス停を新設、当バス停までの路線（約0.1km）を新規路線として追加
　する。
・当路線の運賃は「協議運賃」となっていることから、この度の路線追加に伴う運賃の設定については、道路運送法第９条
　第４項に規定する協議会（本市では「運賃協議会」）で決定することとなります。

令和7年7月1日

認可申請の有無 必要　 道路運送法第15条（一般旅客自動車運送事業者による事業計画の変更）

周知方法 美和地区全戸チラシ配布、市ＨＰ掲載

路線等の変更

令和７年５月２１日～５月27日

その他

令和7年5月20日
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＜岩国市道＞

起 点：岩国市美和町渋前１３９１－１ 地先

終 点：岩国市美和町渋前１３８３－２ 地先

道路種別：今後市道認定予定

道路幅員：５．５ｍ

キ ロ 程：０．０４ｋｍ

＜美和病院敷地内＞

起 点：岩国市美和町渋前１３８３－２ 地先

終 点：岩国市美和町渋前１３８３－２ 地先

地先道路種別：美和病院敷地内

キ ロ 程：０．０６ｋｍ

向原口バス停
小田口バス停

美和病院建物

（R7.7.1開院予定）
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